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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する

法律の成立・公布を踏まえた保護司の活動に対する一層の御理

解・御協力について（依頼）  
 

平素から、各地域における保護司活動に対し格別の御理解・御協力を

いただき、感謝申し上げます。  
令和７年１２月１０日、「更生保護制度の充実を図るための保護司法

等の一部を改正する法律」が公布されました。  
同法律による保護司法の主な改正内容等は別添のとおりであり、保

護司の適任者確保、活動環境の整備及び安全確保に関する国の責務を

規定するとともに、地方公共団体による保護司・保護司会・保護司会連

合会に対する協力規定を、いわゆる「できる規定」から努力義務規定に

改めることとするなどの改正事項が盛り込まれており、公布の日から

１年を超えない範囲内において施行することとされています。  
保護司は、地域における再犯防止と犯罪予防を推進し、安全・安心な

地域社会を実現する上で欠かすことのできない存在であり、国におい

てもその活動支援に一層取り組むこととしています。  
地方公共団体におかれては、これまでも保護司活動に対し多大なる

御支援をいただいていることに厚く御礼を申し上げますとともに、同

法律の成立・公布を踏まえ、下記の支援の例を参考に、より一層の御理

解・御協力を賜りますようお願い申し上げます。  
なお、本通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の

４第１項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。  



 
 

 
記  

 
【地方公共団体の保護司活動に対する支援の例】  
・更生保護サポートセンター 注 １ などの保護司の活動場所について、庁

舎やコミュニティセンターなどの公的施設に入居させていただくこ

と  
 （ 注 １ ） 更生 保 護 サ ポー ト セ ン タ ー  

地 域 に お け る 更 生 保 護 活 動 の 拠 点 と し て 設 置 さ れ 、 保 護 司 が 駐 在 し て 、 保

護 観 察 対 象 者 と の 面 接 、 関 係 機 関 と の 会 議 、 保 護 司 会 に お け る 研 修 な ど に 活

用 され て い ま す 。  

・庁舎やコミュニティセンターなどの公的施設を保護司が保護観察対

象者等と面接する場所として利用させていただくこと  
・利用させていただいている面接場所について、働いている現役世代

も含め、幅広い世代の保護司が活用しやすいよう、土日祝日や夜間も

利用できるようにしていただくこと  
・地方公共団体の広報誌等で保護司活動の紹介をしたり、地方公共団

体の退職者セミナー等において、保護司活動の説明をする機会を設

けたりするなどして、保護司の適任者確保のための広報に協力いた

だくこと  
・地方公共団体の現役職員の中から、保護司の適任者を推薦いただく

こと  
・ボランティア休暇や職務専念義務の免除について、保護司活動を適

用対象にしていただくなどして、保護司である地方公共団体の職員

が保護司活動に従事しやすい環境を整備いただくこと  
・保護司・保護司会・保護司会連合会が行う周知啓発活動や学校と連携

した非行防止教室などの地域活動について、活動場所を提供したり

して支援いただくこと  
 
 
（参考）本法律による更生保護事業法及び更生保護法の改正により、地

方公共団体による更生保護事業（更生保護施設 注 ２ など）、更生保護に

係る民間活動（更生保護女性会 注 ３ 、BBS 会 注 ４ などによる活動）に対

する協力規定についても、同様に努力義務規定に改めることとされ

ています。  
（ 注２ ） 更 生 保 護施 設  



 
 

刑 務所 な ど か ら 釈放 さ れた 人 や 保 護 観察 を 受け て い る 人 など の うち 、頼る べ

き 人が い な い な どの 理 由で 直 ち に 自 立更 生 する こ と が 難 しい 人 たち に 対 し て 、

一 定期 間 、宿 泊 場 所や 食 事を 提 供 し た り 、就 職 指導 や 社 会 適 応の た めに 必 要 な

生 活指 導 を 行 っ たり し て、 円 滑 な 社 会復 帰 を支 援 す る 民 間の 施 設で す 。  

（ 注３ ） 更 生 保 護女 性 会  

地 域社 会 の 犯 罪・非行 の 未然 防 止 の た めの 啓 発活 動 を 行 う とと も に 、青少 年

の 健全 な 育 成 を 助け 、犯 罪を し た 人 や 非行 の ある 少 年 の 改 善更 生 に協 力 す る こ

と を目 的 と す る ボラ ン ティ ア 団 体 で す。  

（ 注４ ） Ｂ Ｂ Ｓ 会  

非 行少 年 等 さ ま ざま な 立場 の 少 年 に「兄 」や「 姉」の よ う な 立場 で 接し 、一

緒 に悩 み 、学 び 、楽 し む こと を 通 じ て 、少 年 の 立ち 直 り や 自 立を 支 援す る と と

も に、 非 行 防 止 活動 を 行う 青 年 ボ ラ ンテ ィ ア団 体 で す 。  

 
 

 



別添



更生保護は、犯罪や非行をした人が地域社会の中で改善更生していくことを助けるための各種取組であり、新たな被害者も加
害者も生まない、安全で安心な地域社会を作っていくために重要。
更生保護の取組は、保護司を始めとする民間協力者の活動なくしては成り立たないものであり、保護司法等の改正（※）を踏

まえ、保護司等の活動を地域全体で支える環境を整備していく。
※更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律（令和７年法律第８２号）。一部を除き公布後１年以内に施行。

令和７年保護司法等改正を踏まえた保護司活動を支える取組の概要

法改正のポイント 主な取組１ 保護司の適任者確保

２ 保護司の活動環境の改善

３ 保護司の安全確保

○保護司活動インターンシップや保護司セミナーの実施により、将来
的に保護司候補者となり得る方に継続的に働きかけ

○保護司の新任委嘱時の上限年齢（６６歳以下）を撤廃済み
○地方公共団体等の関係機関の広報誌を通じるなどして、保護司のな
り手を広く募集（地域の実情に応じて実施）

○社会を明るくする運動等を通じて保護司制度等の広報を推進

○関係機関との連携を強化し、保護観察対象者等への支援を保護観察
所、保護司、関係機関等が一体となって実施

○保護司活動に協力する民間企業に対して感謝状を贈呈するなど、保
護司活動を地域で支える取組を促進

○保護司活動に要した費用を支給する保護司実費弁償金の充実や保護
司活動に伴う事務作業の簡素化、デジタル化を通じて保護司の負
担を軽減

○１つの保護区内における２つ目の更生保護サポートセンターの設置
（令和７年度～４３か所）

○その他自宅以外における面接場所の確保の取組を推進
○保護司が自宅以外で面接を実施した場合に、面接場所の利用にか
かった費用を実費弁償する予算を措置

○保護観察対象者の再犯リスクの分析・評価を強化し、リスクに応じ
て保護観察官の関与を強化

○保護司が複数人で保護観察等を担当する保護司複数指名制を積極化

○保護司の使命及び委嘱条件の見直し
⇒今の時代に求められる保護司像を明確化し社会的認知を向上

○広報や関係機関との連携を保護観察所の長の責務として規定
○保護司の任期の延長（２年⇒３年）
⇒より長く安定的に活動し、経験を積むことを可能に

○保護司の活動拠点である更生保護サポートセンターの法定化
○保護観察所の長による保護司会等への支援規定の新設
○地方公共団体による保護司会等への協力規定の整備
⇒「できる規定」から「努力義務規定」に改正し、
活動場所の確保など地方公共団体の協力を促進

○民間企業による保護司である従業者への配慮規定の新設
⇒休暇や勤務時間への配慮など、働きながら保護司として

         活動しやすい環境を整備

○保護司の安全確保に関する国の責務規定の新設
⇒面接場所の確保等の施策を推進

○保護司の職務の執行区域の弾力化
⇒隣接する保護区の更生保護サポートセンターを
活用しやすくし、面接場所の選択肢を広げる

○公務所等への照会規定及び少年鑑別所による鑑別の規定の新設

より多様な
保護司の
担い手の
確保

国・地方・
民間で
保護司を
支える環境
を整備

安全・
安心な

保護司活動
の実現

法務省
保護局



○ 保護司の減少傾向・高齢化が続いており、従前以上に多様な方に保護司を委嘱し、保護司制度を持続可能なものとする必要。
○ 令和６年５月、滋賀県で保護司が殺害され、担当していた保護観察対象者が逮捕・起訴される事件が発生しており、保護司
が安全に安心して活動できる環境の整備が必要。

○ 令和７年１２月に保護司法の改正法案が成立し、地方公共団体による保護司活動への協力は「できる」規定から「努力義
務」規定に変更（公布後１年以内に施行）。

1

保護司数の推移

長く減少傾向にある ７０歳代が増加している

保護司年齢別構成の推移

保護司制度の現状と課題

地方公共団体の皆さまへのお願い

○ 保護司の高齢化や定年年齢の上昇を受けて、働いている現役世代の方々にもより一層、保護司として活躍いただくため、
地方公共団体の職員の保護司への就任と、保護司である職員が保護司活動を行うことへの御配慮をお願いいたします。
なお、保護司には給与が支給されないため、地方公務員法上の兼業の許可は不要です。

・ボランティア休暇や職務専念義務の免除について、保護司活動への適用を御検討いただきたいこと。
・保護司になりたい旨の申出が職員からあった場合は、必要に応じ、周囲の職員にも理解を求めるなどの支援を行うこと。

※いずれも各年１月１日現在
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○ 保護司が自宅以外の場所で保護観察対象者との面接を実施できる環境の整備に御協力をお願いいたします。

・公民館やコミュニティセンターなどの公共施設を面接場所や更生保護サポートセンターとして、保護司・保護司会が利
用することに御協力いただきたいこと。

・提供いただいた面接場所について、夜間、休日も含めて利用できるよう御配慮いただきたいこと。

26.1 26.1 26.2 26.3 26.5 26.6 26.7 26.8 26.7 27.3

H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

保護司に占める女性比率の推移

女性の保護司は３割未満で推移
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